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■
は
じ
め
に

　

２
０
１
５
年
、
東
京
都
渋
谷
区

と
世
田
谷
区
を
皮
切
り
に
同
性
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
が
始

ま
り
ま
し
た
。
自
治
体
が
同
性
カ

ッ
プ
ル
に
証
明
書
を
発
行
し
た

り
、
宣
誓
を
受
け
付
け
た
り
す
る

制
度
で
す
。
２
０
２
４
年
６
月
現

在
で
４
５
８
の
自
治
体
が
導
入

し
、
人
口
の
85
％
を
超
え
る
地
域

で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
町
村

だ
け
で
は
な
く
都
道
府
県
で
導
入

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
同
性
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
は
行

政
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
国
の
法
律

で
は
な
い
た
め
、
法
的
な
効
力
は

あ
り
ま
せ
ん
。
自
治
体
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ

れ
て
い
る
か
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

■
宣
誓
制
度
に
よ
っ
て

　
動
い
た
こ
と

　

法
律
に
か
か
わ
ら
な
い
と
こ
ろ

で
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
公
営
住
宅
の

入
居
権
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
れ
ば
、
災
害
見
舞
金
の
支
給
等

を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
す
。
京
都
府
内
で
も
８
つ
の
自

治
体
が
導
入
し
て
い
ま
す
（
京
都

市
、福
知
山
市
、綾
部
市
、亀
岡
市
、

向
日
市
、
長
岡
京
市
、
南
丹
市
、

大
山
崎
町
）。
転
居
し
た
場
合
に

改
め
て
申
請
し
な
お
さ
な
け
れ
ば

問人権政策課（☎981‒3127）

８月は人権強調月間

日
午
前
11
時
２
分
に
は
長
崎

に
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
ま

し
た
。
終
戦
か
ら
今
年
で
79

年
。
多
く
の
犠
牲
者
の
ご
冥

福
と
世
界
恒
久
平
和
を
祈
念

す
る
た
め
、
次
の
日
時
に
１

分
間
の
黙
と
う
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
広
島
被
爆
の
時

　

８
月
６
日
（
火
）

　

午
前
８
時
15
分

■
長
崎
被
爆
の
時

　

８
月
９
日
（
金
）

　

午
前
11
時
２
分

■
終
戦
の
日

　

８
月
15
日
（
木
）

　

正
午

　
「
八
幡
市
男
女
共
同
参
画

プ
ラ
ン
（
仮
称
：
る
ー
ぷ
計

画
Ⅲ
後
期
プ
ラ
ン
）」
の
策

定
を
行
う
た
め
、
プ
ラ
ン
に

関
す
る
審
議
や
男
女
共
同
参

画
に
関
す
る
意
見
を
い
た
だ

く
同
プ
ラ
ン
懇
話
会
の
市
民

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

■
対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
で
、
満
18
歳
以
上
満
75

歳
未
満
の
人
で
、
平
日
に
年

２
回
程
度
開
催
す
る
会
議
に

出
席
で
き
る
人

■
任
期　
令
和
６
年
９
月
〜

令
和
８
年
３
月
（
予
定
）

■
募
集
人
数　
２
人
程
度

■
報
酬　
１
回
あ
た
り
６
６

０
０
円

■
応
募
方
法　
応
募
用
紙
に

住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、

性
別
、
電
話
番
号
、
志
望
動

機
（
２
０
０
字
程
度
）
を
記

終
戦
の
日
に
黙
と
う
を
捧
げ
る

市
職
員（
昨
年
8
月
15
日
撮
影
）

入
し
、
８
月
１
日
（
木
）
〜

16
日
（
金
）（
必
着
）
に
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提

出❶
郵
送
（
〒
６
１
４
・
８
０

７
３　

八
幡
軸
63

人
権
政

策
課
〈
八
幡
人
権
・
交
流
セ

ン
タ
ー
内
〉）

❷
Ｆ
Ａ
Ｘ　

９
８
３
・
４
５

４
５

❸
Ｅ
メ
ー
ル　

jinken@
m

b.city.yaw
ata.kyoto.jp

※
選
考
結
果
は
全
員
に
通
知

し
ま
す
が
、
提
出
い
た
だ
い

た
応
募
用
紙
は
返
却
で
き
ま

せ
ん
。

※
市
が
設
置
し
て
い
る
ほ
か

の
審
議
会
等
の
市
民
公
募
委

員
を
委
嘱
さ
れ
て
い
る
人

や
、
国
、
地
方
公
共
団
体
の

議
員
、
常
勤
の
公
務
員
は
対

象
外
で
す
。

男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
懇
話
会
の

市
民
委
員
を
募
集

平
和
を
願
い
黙
と
う
を

　

昭
和
20
年
８
月
６
日
午
前

８
時
15
分
に
は
広
島
に
、
９

な
ら
な
い
負
担
を
軽
減
す
る
た
め

に
、
２
０
２
４
年
に
は
こ
れ
ら
の

自
治
体
と
大
阪
府（
12
自
治
体
）、

兵
庫
県
（
23
自
治
体
）
の
自
治
体

間
連
携
も
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
大

阪
と
兵
庫
は
府
県
で
も
制
度
を
導

入
し
て
い
ま
す
。

　

同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓

制
度
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
し
ば

し
ば
聞
く
例
に
病
院
で
の
出
来
事

が
あ
り
ま
す
。
病
状
の
説
明
や
手

術
の
同
意
を
得
る
対
象
者
は
法
的

に
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
慣
習
と
し
て
「
家

族
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

ケ
ー
ス
が
多
く
あ
り
ま
す
。
説
明

の
困
難
や
労
力
が
必
要
な
場
面
で

自
治
体
の
発
行
す
る
証
明
書
を
提

示
す
れ
ば
家
族
と
し
て
認
め
ら
れ

る
と
い
う
点
は
と
て
も
大
き
な
メ

リ
ッ
ト
で
あ
る
と
も
言
え
る
で
し

ょ
う
。

　

制
度
を
利
用
し
な
い
人
た
ち
に

も
波
及
効
果
は
あ
る
よ
う
で
す
。

先
の
京
都
市
で
の
導
入
時
に
は

「
制
度
が
で
き
た
こ
と
で
、
ま
た

京
都
に
戻
っ
て
き
た
い
と
思
え
る

希
望
に
な
っ
た
」
と
い
う
声
も
あ

り
ま
し
た
（
京
都
新
聞
・
２
０
２

０
年
８
月
22
日
）。
自
分
た
ち
の

存
在
が
認
識
さ
れ
る
、
肯
定
的
に

受
け
入
れ
ら
れ
る
と
期
待
す
る
人

た
ち
が
確
実
に
い
る
の
で
す
。

■
広
が
る「
家
族
」の
定
義

　

同
性
カ
ッ
プ
ル
だ
け
で
は
な

く
、
子
ど
も
を
含
め
た
フ
ァ
ミ
リ

ー
シ
ッ
プ
制
度
を
導
入
し
て
い
る

自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
実
際
に
子

育
て
を
し
て
き
た
同
性
カ
ッ
プ
ル

も
少
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
つ

て
、
男
性
と
の
婚
姻
関
係
の
間
で

子
ど
も
を
も
う
け
た
人
々
も
い
れ

ば
、
精
子
提
供
に
よ
っ
て
妊
娠
・

出
産
し
た
人
々
も
い
ま
す
。

　

一
般
社
団
法
人
こ
ど
ま
っ
ぷ
に

よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
２
０
２

１
年
）
に
よ
る
と
、
調
査
対
象
者

５
３
４
人
の
う
ち
１
４
１
人
が
出

産
・
子
育
て
や
妊
娠
中
。
そ
の
う

ち
、
55
％
（
77
人
）
が
第
三
者
か

ら
の
精
子
や
卵
子
提
供
に
よ
っ
て

子
ど
も
を
産
ん
で
い
ま
す
。
ま

た
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
自
分
と
で
一

緒
に
育
て
て
い
る
人
々
が
72
％
で

あ
り
、
自
分
の
パ
ー
ト
ナ
ー
や
精

子
・
卵
子
提
供
者
、
協
力
者
等
を

含
め
た
数
人
で
育
て
て
い
る
ケ
ー

ス
が
11
％
と
い
う
結
果
が
出
て
い

ま
す
（
新
ヶ
江
章
友
ほ
か
「
日
本

に
お
け
る
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

出
産
・
子
育
て
に
関
す
る
実
態
把

握
に
関
す
る
調
査
報
告
―
―
２
０

２
１
年
に
実
施
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
調
査
の
結
果
か
ら
」『
人
権

問
題
研
究
』
第
19
号
）。

　

里
親
制
度
に
よ
っ
て
子
ど
も
を

育
て
て
い
る
人
た
ち
も
い
ま
す
。

す
で
に
同
性
カ
ッ
プ
ル
を
親
に
持

つ
子
ど
も
た
ち
は
少
な
く
は
な
い

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

　

ま
た
、
認
定
制
度
だ
け
で
は
な

く
、「
家
族
」
の
と
ら
え
方
が
広

が
っ
て
い
る
現
実
も
あ
り
ま
す
。

最
近
で
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
宣
誓
制
度
を
導
入
し
て
い
る
長

崎
県
大
村
市
で
男
性
同
士
の
カ
ッ

プ
ル
の
続
柄
を
「
夫
（
未
届
）」

と
し
た
住
民
票
を
交
付
し
、
鳥
取

県
倉
吉
市
も
同
じ
対
応
が
な
さ
れ

ま
し
た
（
今
年
５
月
）。
ほ
か
に

続
い
て
い
る
自
治
体
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
異
性
カ
ッ

プ
ル
と
同
等
の
権
利
が
付
与
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
現
実
は
横

た
わ
っ
た
ま
ま
で
す
。

　

ま
た
、３
月
に
は
最
高
裁
が「
犯

罪
被
害
者
給
付
金
」
の
支
給
対
象

と
し
て
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
も
事
実

婚
に
該
当
す
る
と
判
断
し
て
い
ま

す
。
20
年
以
上
に
わ
た
り
共
同
生

活
し
て
き
た
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
を

殺
害
さ
れ
た
人
が
遺
族
給
付
金
の

支
給
を
求
め
て
申
請
を
行
い
、
愛

知
県
公
安
委
員
会
に
よ
っ
て
不
支

給
の
裁
定
を
し
た
の
が
２
０
１
７

年
。
翌
年
に
名
古
屋
地
裁
に
不
支

給
処
分
の
取
消
を
求
め
る
訴
え
を

提
起
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

■
一
歩
先
へ

　

他
方
で
、
宣
誓
制
度
だ
け
で
な

く
、
市
民
も
自
治
体
も
政
府
に
対

し
て
同
性
カ
ッ
プ
ル
へ
の
婚
姻

制
度
適
用
を
要
望
す
べ
き
で

は
な
い
か
と
の
声
も
あ
り
ま

す
。
２
０
１
９
年
に
は
性
別

を
問
わ
な
い
「
結
婚
の
自
由

を
す
べ
て
の
人
に
」
訴
訟
が

は
じ
ま
り
、
全
国
５
カ
所
で

６
件
の
裁
判
が
闘
わ
れ
て
い

ま
す
。
す
で
に
、
札
幌
高
裁

は
憲
法
24
条
１
項
も
「
同
性
間
の

婚
姻
も
同
じ
程
度
に
保
障
し
て
い

る
と
理
解
で
き
る
」
と
初
め
て
判

断
し
、
個
人
の
尊
厳
や
両
性
の
本

質
的
平
等（
24
条
２
項
）や
法
の
下

の
平
等（
14
条
）に
も
現
行
婚
姻
制

度
は
反
す
る
と
し
ま
し
た（
今
年

３
月
）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
同
性

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
か
ら
婚

姻
平
等
へ
と
進
ん
で
い
ま
す
。
日

本
は
取
り
残
さ
れ
て
い
る
状
態
で

す
。
同
時
に「
家
族
」と
な
る
権
利

も
大
切
で
す
が
、
貧
困
や
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
不
在
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
参
入
で
き
な
い
人
間
関
係

の
困
難
を
抱
え
て
い
る
人
た
ち
に

も
思
い
を
馳
せ
た
い
も
の
で
す
。

　

８
月
は
人
権
強
調
月
間
で
す
。
今
回
は
、
公
益
財
団
法

人
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
研
究
員
の
堀
江
有

里
さ
ん
か
ら
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
」
を
テ
ー
マ
に

寄
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
機
会
に
、
皆
さ
ん
も

人
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
認
知
に
む
け
て

　

公
益
財
団
法
人
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー

専
任
研
究
員
。
同
志
社
女
子
大
学
ほ
か
非
常
勤
講

師
。
日
本
基
督
教
団
・
牧
師
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
の
差
別
を
め
ぐ
る
研
究
や
社
会
運
動
に
従
事
。

堀ほ
り

江え

有ゆ

里り

さ
ん
寄
稿

公
益
財
団
法
人

世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
研
究
員

自
由
と
尊
厳
す
べ
て
の
人
に

「
結
婚
」「
家
族
」「
子
育
て
」「
人
間
関
係
」・・・


